
平成28年７月

安全なマリンレジャーを楽しむための【重点事項】【重点事項】安全なマリンレジャーを楽しむために

落水者を収容する際の注意事項！

危険な運転をしない！

遊泳者、ダイバーの近くを航走するなど、
「危険な操縦」の禁止

遊泳者等の動静に注意し、
「常時適切な見張り」と「安全な速力」

プロペラによる事故を防止するには

風下から接近する！
落水者に船尾を向けない！
落水者が近づいたらエンジンのクラッチを切る！

船側の

注意

プロペラによる事故を防止するためには

船の航行が多い海域では泳がない・潜らない！

船からは遊泳者は発見しにくいため、事故が発生しています！

走っている船から飛び込まない

走っている船はプロペラが回っていることから、むやみに飛び
込むことは危険です。

遊泳者の

注意

「サーフライダー」というウォータージェット推進で航走するサーフボードが発売さて
います。その「サーフライダー」の船底にあるウォータージェット吸込み口に手が巻込
まれ、プロペラで怪我をする事故も発生しています。

そのほか
にも

【発生例】
◎ウエイクボード中にプロペラに巻かれ大けが
○遊戯者が転倒したため船長が迎えに行ったところ、
操船を誤りプロペラに遊戯者が巻込まれ大けが

プロペラによる事故が発生しています！
発生すると

大事故に

船のプロペラによる事故に注意！

海の安全情報スマートフォン用サイト →
（こちらから登録して下さい）

海の安全情報メール配信サービス →
（空メールを送信して登録して下さい）

LINK

平成28年度安全対策推進ネットワーク通信第１４号

http://www7.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/reg/touroku.html
http://www7.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/reg/touroku.html

